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船舶事故調査報告書 

 

 

船種船名 旅客船 ドリーム 

船舶番号 ２４３－１６７２７宮城 

総トン数 １９トン 

 

船種船名 海上タクシー 第十一住吉丸 

船舶番号 ２１０－４８３４１宮城 

総トン数 ６.６トン 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２０年５月３日 １４時５８分ごろ 

発生場所 宮城県石巻市牡鹿半島黒埼西方沖 

陸前黒埼灯台から真方位２７４°１,２００ｍ付近 

（概位 北緯３８°１６.２′ 東経１４１°３０.５′） 

 

 

平成２１年１１月５日 

運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘 

委   員  楠 木 行 雄 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 旅客船ドリームは、船長ほか１人が乗り組み、旅客１８人を乗せ、宮城県石巻市

鮎川
あゆかわ

港から同市金華山
き ん か さ ん

港に向けて南東進中、海上タクシー第十一住
すみ

吉
よし

丸は、船長が１

人で乗り組み、旅客１１人を乗せ、金華山港から鮎川港に向けて西進中、濃霧による
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視界制限の状況下、平成２０年５月３日（祝）１４時５８分ごろ石巻市牡鹿
お し か

半島黒埼

西方沖で両船が衝突した。 

 ドリームは、旅客３人及び乗組員１人が、第十一住吉丸は、旅客１０人がそれぞれ

負傷し、ドリームには、左舷船首部外板の破孔等が生じ、第十一住吉丸には、船首部

ハンドレールの曲損等が生じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要   

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を仙台地方海難審判理

事所から引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（仙台事務所）ほか２人の地方事故

調査官を指名した。 

なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２０年５月８日 現場調査 

平成２０年５月２８日、６月４日、１８日、平成２１年２月２５日、３月６日、

７月３０日、８月４日、２０日、１０月１日 口述聴取 

  

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 ＧＰＳプロッターの記録による衝突場所 

  第十一住吉丸のＧＰＳプロッターの記録による衝突場所は、北緯３８° 

１６.２４′東経１４１°３０.５４′であった。 

 

 2.1.2 乗組員の口述による運航の経過 

ドリーム（以下「Ａ船」という。）の船長（以下「船長Ａ」という。）及び第十一

住吉丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）の口述によれば、

次のとおりであった。 
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(1) Ａ船 

Ａ船は、平成２０年５月３日１４時５０分ごろ、船長Ａほか１人が乗り組

み、旅客１８人（大人１４人、子供４人）を乗せ、Ａ船の船舶所有者（シー

ドリーム金華山汽船株式会社。以下「Ａ社」という。）が運航する定期航路

の臨時便として定期便終了後に宮城県石巻市鮎川港を出港し、同市金華山港

に向かった。 

船長Ａは、濃霧注意報が発表されていることを承知していたが、安全統括

管理者（以下「統括管理者Ａ」という。）にその情報を報告せず、また、統

括管理者Ａから発航の可否判断を促されることもなかった。 

船長Ａは、鮎川港出港時に、視程が１,３００ｍほどであることを定置網

に付設されている灯浮標の視認状況から知った。 

船長Ａは、陸前黒埼灯台（以下「黒埼灯台」という。）の北西方付近で針

路を約１５０°（真方位、以下同じ。）に定め、機関を回転数毎分(rpm)約 

１,７００にかけて約１８.０ノット(kn)の速力（対地速力、以下同じ。）で、

手動操舵により進行した。 

船長Ａは、黒埼灯台の北西０.８海里（Ｍ）付近で、霧のため視程が約 

３０ｍに制限されるようになったが、海上衝突予防法で定めるところにより、

灯火（以下「法定灯火」という。）を表示することも、音響信号（以下「霧

中信号」という。）を吹鳴することもしないで航行した。このころ、相対方

位方式としたレーダーの０.５Ｍレンジ画面で、左舷船首方４０°０.４Ｍ付

近にＢ船のレーダー映像を初めて認め、当該映像が金華山港から鮎川港に向

かう船舶の映像であると思い、陸から大きく離して金華山港に向かうＡ船と

は左舷を対して通過するものと考えた。 

船長Ａは、その後０.２Ｍ付近にＢ船のレーダー映像を見たとき、その方

位が少し左方に変化しているように感じたが、その映像が０.１Ｍ付近に接

近したとき、衝突の危険を感じ、右舵約５°をとって速力を約１６.０kn に

落とした。 

Ａ船は、１４時５８分ごろ、北緯３８°１６.２４′東経１４１° 

３０.５１′付近において、約３０°右転したとき、その左舷船首とＢ船の

左舷船首とが衝突した。 

船長Ａは、旅客の安否及び船体の損傷状態を確認し、Ａ社の運航管理補助

者に連絡して救急車の手配を依頼したのち、鮎川港に戻った。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、平成２０年５月３日１４時４３分ごろ、船長Ｂが１人で乗り組み、

旅客１１人を乗せ、不定期便の海上タクシーとして金華山港を出港し、鮎川
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港に向かった。 

船長Ｂは、同日０６時ごろテレビの天気予報を見たが、濃霧注意報が発表

されていたかどうかについて覚えていなかった。 

船長Ｂは、金華山港出港時に、視程が少なくとも３００ｍはあることを金

華山港の防波堤先端に設置された赤灯柱の視認状況から知り、その後機関を

約２,０００rpm にかけて約１６.２kn の速力で、手動操舵により金華山瀬戸

を西進した。 

船長Ｂは、１４時４９分ごろ、黒埼灯台から０７６°９００ｍ付近で、霧

のため視程が約５０ｍまで制限されるようになったので約９.０kn に減速し

たが、法定灯火を表示することも、霧中信号を吹鳴することもしないで航行

した。その後、黒埼灯台から２１５°２５０ｍ付近で針路を約２８６゜に定

め、機関を約１,４００rpm に下げて約８.０kn に減速したが、停止すること

までは思いつかなかった。 

船長Ｂは、作動中のレーダーを１.５Ｍレンジとし、鮎川港防波堤入口付

近の筏の映像を認めていたが、それまでの経験からこの時間帯にこの付近を

航行しているのはＢ船だけだと思い、レーダー画面にあまり目を向けずに西

進を続けた。 

Ｂ船は、北緯３８°１６.２４′東経１４１°３０.５４′付近において、

その左舷船首とＡ船の左舷船首とが衝突し、船長Ｂは初めてＡ船の存在を 

知った。 

船長Ｂは、旅客の安否及び船体の損傷状態を確認したのち、鮎川港に入港

した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年５月３日１４時５８分ごろで、発生場所は黒埼灯

台から２７４゜１,２００ｍ付近の牡鹿半島黒埼西方沖であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２  人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述及び海難報告書並びに海上保安庁の情報によれば、子供２人を

含む旅客３人及び乗組員１人が、打撲、捻挫等の軽傷を負った。 

統括管理者Ａの口述によれば、Ａ社の運航管理補助者から本事故発生の連絡 

を受け、救急車の手配をするとともに石巻海上保安署及び石巻海事事務所に

報告した。 

   （付図２ Ａ船負傷者位置図 参照） 
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(2) Ｂ船 

船長Ｂの海難報告書及び海上保安庁の情報によれば、旅客１０人が、打撲、

捻挫等の軽傷を負った。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

左舷船首部外板に破孔及び同部ハンドレールに曲損が生じたほか、旅客室左

舷側最前部の座席１脚が取り付け金具の折損によって台座から外れた。 

(2) Ｂ船 

船首部ハンドレールに曲損が、右舷船首部外板に凹損がそれぞれ生じたほか、

旅客室の前面の強化プラスティック製窓ガラス２枚、右舷側の同窓ガラス３

枚及び右舷側の出入口扉が破損した。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

船長Ａ 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１４年１０月１０日 

免許証交付日 平成１８年１１月２７日 

（平成２４年１０月９日まで有効） 

四級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 昭和４２年２月３日 

      免 許 交 付 年 月 日 平成１６年１０月１８日 

      免状有効期間満了日 平成２１年１１月１５日 

船長Ｂ 男性 ７８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年６月１９日 

免許証交付日 平成１５年７月１６日 

（平成２１年７月１５日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

昭和３９年３月マグロ延縄漁船等に甲板員として乗船し、四級海技士（航

海）の海技免状を取得後、平成４年３月まで船長及び漁ろう長職をとってい
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た。そして、平成４年１２月から約９年間総トン数約１００トンの旅客船の

船長として、その後、自動車運搬船に航海士として、また、牡鹿半島付近を

航行する観光船などの船長としてそれぞれ乗り組み、平成２０年４月Ａ社に

入社し、Ａ船に船長として乗船していた。 

② 健康状態 

健康状態は普通で、視力、聴力とも正常であった。 

船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① 主な乗船履歴 

昭和３６年から小型底びき網漁船に船長として乗船していた。平成元年５

月に海上運送業を始め、平成１３年４月からＢ船に船長として乗船していた。 

② 健康状態  

健康状態は普通で、視力、聴力とも正常であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

船 舶 番 号  ２４３－１６７２７宮城 

船  籍  港  宮城県石巻市 

船舶所有者  Ａ社 

総 ト ン 数  １９トン 

Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １６.００ｍ×４.３９ｍ×１.８７ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機    関  ディーゼル機関２基 

出    力  ３００kＷ／基、合計６００kＷ（連続最大） 

推  進  器  ３翼固定ピッチプロペラ２個 

用    途  旅客船 

進 水 年 月  昭和６１年９月 

最大搭載人員  旅客６４人、船員２人計６６人∗1 

 

 (2) Ｂ船 

船 舶 番 号  ２１０－４８３４１宮城 

                         
∗1 Ａ社は、平成２０年６月２６日最大搭載人員を旅客６３人、船員３人計６６人に変更し、船舶検 

  査証書の書換を行った。 
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船  籍  港  宮城県石巻市 

船舶所有者  個人所有 

総 ト ン 数  ６.６トン 

Ｌr×Ｂ×Ｄ  １１.９８ｍ×３.１０ｍ×０.９４ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機    関  ディーゼル機関１基 

出    力  ２６４ｋＷ（連続最大） 

推  進  器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

用    途  小型兼用船 

進水年月日  平成１２年１１月５日 

最大搭載人員  漁ろう以外のことをする間 旅客１２人、船員２人計 

１４人 

漁ろうをする間 船員２人計２人 

 

2.5.2 積載状態 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、鮎川港出港時、船員２人、旅客として大人１４人

及び子供４人が乗船し、喫水は船首０.５ｍ、船尾１.０ｍであった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、金華山港出港時、船員１人、旅客１１人が乗船し、

喫水は船首０.２ｍ、船尾１.３ｍであった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、磁気コンパス、レーダー、電気ホーン及びＧＰＳ

プロッターが装備されていた。航海速力は約１９kn で、４～５kn から機関

を後進にかけると約１０ｍで停止することができた。なお、事故当時、船体

及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、磁気コンパス、レーダー、モーターホーン及びＧ

ＰＳプロッターが装備されていた。航海速力は約１８kn で、すぐに停止で

きる速力は４～５kn であった。なお、事故当時、船体及び機器類に不具合

又は故障はなかった。 
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2.5.4 航路事業に関する情報 

(1) Ａ社 

統括管理者Ａの口述によれば、Ａ社は、平成２０年４月８日一般旅客定期

航路事業許可申請書を東北運輸局に提出し、同年４月３０日に事業許可を得

るとともに安全管理規程の届出を行い、５月２日から営業運航を開始したが、

船長Ａが前の会社で運航管理者の職についていたので、船長Ａに対してＡ社

としての十分な安全教育等を行っていなかった。Ａ社の所有船はＡ船１隻で、

鮎川、金華山両港間の定期航路に従事していた。 

(2) 船長Ｂによる不定期航路事業 

船長Ｂの口述によれば、平成１６年１１月１日他の小型船旅客運送事業者

３者とともに、金華山高速クルーズと称するグループを結成し、漁期を除く

１２月から翌年８月までの期間、主に鮎川港と金華山港との間で、不定期航

路事業として海上タクシーの共同運航を開始するとともに、独自に平成１８

年１２月２１日船長Ｂによる不定期航路事業（以下「Ｂ事業者」という。）

の安全管理規程を策定して東北運輸局に届け出た。  

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐  

事故現場の北西方約２５㎞に位置する石巻特別地域気象観測所における事故当日

１５時００分の観測値は、次のとおりであった。 

天気 晴れ、風向 南南東、風速 ５.０m/s、視程 １６.７㎞ 

海上保安庁発行の潮汐表によれば、鮎川港における事故当時の潮汐は、ほぼ高潮

時であった。 

 

2.6.2 濃霧注意報の発表状況 

仙台管区気象台は、５月２日２１時１９分牡鹿半島を含む石巻地域に引き続き濃

霧注意報（視程が５００ｍ以下）を発表し、ここしばらく濃い霧により見通しの悪

くなる所がある見込みと付け加えていた。また、翌３日１０時４９分、継続して濃

霧注意報を発表するとともに、船舶等は見通しの悪さに注意するよう付け加えてい

た。 

 

2.6.3 乗組員の観測 

船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、事故当時の気象及び海象は、次のとおりで 

あった。 
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(1) 船長Ａ 

天気 霧、風向 南東、風速 ３～４m/s、視程 約３０ｍ、波浪 南か 

ら波高約１ｍ 

(2) 船長Ｂ 

天気 霧、風 無し、視程 約５０ｍ、波浪 南東から波高約２～２.５ 

    ｍ 

 

２.７ 事故発生水域に関する情報 

牡鹿半島と網地
あ じ

島との間の水道から金華山瀬戸にかけては、険礁は少ないが、一帯

に養殖施設が多く設置されているうえに通航する漁船や小型貨物船などが多いことか

ら、夜間や視界制限時の通航には注意が必要である。 

なお、５～８月は濃霧となる日が多く、梅雨期には特に多く発生する。 

 

２.８ 安全管理規程に関する情報 

(1) Ａ社 

Ａ社は、安全管理規程において、次のように定めている。 

① 安全統括管理者は、関係法令の遵守と安全最優先の原則を当社内部へ徹底 

するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

   ② 船長は、適宜、運航（発航、基準経路を基準速力により航行の継続又は入

港（着岸）を行うこと）の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達し

たと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置を

とらなければならない。 

   ③ 運航管理者は、船長が運航中止の措置又は運航の継続措置をとったときは、

速やかに、その旨を安全統括管理者へ連絡しなければならない。 

   ④ 安全統括管理者は、船長が運航の可否判断を行い、運航を継続する旨の連

絡があった場合は、その理由を求めなければならない。理由が適切と認めら

れない場合は、運航中止を指示しなければならない。 

   ⑤ 運航管理者は、次に掲げる事項を把握しておくものとする。 

（ア） 気象・海象に関する情報 

（イ） その他 

また、運航基準において、発航を中止する発航地港内の気象・海象条件とし

て、風速１２m/s 以上、波高１.０ｍ以上及び視程５００ｍ以下と定め、航行

中、視程が５００ｍ以下に達したと認めるときは、基準航行を中止し、当直

体制の強化及びレーダーの有効利用を図るとともにその時の状況に適した安

全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準経路変更の措置をと
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らなければならないと定めていた。 

船長Ａは、運航管理者を兼務していた。 

(2) Ｂ事業者 

    Ｂ事業者は、安全管理規程において、次のように定めている。 

① 安全統括管理者は、関係法令の遵守と安全最優先の原則を当社内部へ徹 

底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

② 船長は、適宜、運航（発航、基準経路を基準速力により航行の継続又は 

入港（着岸）を行うこと）の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達

したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置

をとらなければならない。 

③ 運航管理者は、船長が運航中止の措置又は運航の継続措置をとったとき 

は、速やかに、その旨を安全統括管理者へ連絡しなければならない。 

④ 安全統括管理者は、船長が運航の可否判断を行い、運航を継続する旨の 

連絡が（運航管理者を経由して）あった場合は、その理由を求めなければな

らない。理由が適切と認められない場合は、運航中止を指示しなければなら

ない。 

⑤ 運航管理者は、次に掲げる事項を把握しておくものとする。 

（ア）気象・海象に関する情報 

（イ）その他 

    また、運航基準において、発航を中止する発航地港内の気象・海象条件とし

て、風速１２m/s 以上、波高１.０ｍ以上及び視程３００ｍ以下と定め、航行

中、視程が３００ｍ以下に達したと認めるときは、基準航行を中止し、当直

体制の強化及びレーダーの有効利用を図るとともにその時の状況に適した安

全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は基準経路変更の措置をと

らなければならないと定めていた。 

    なお、事故処理基準において、運航管理者は、事故が発生したときは、速や

かに宮城海上保安部、石巻海上保安署、石巻海事事務所及び医療機関に報告

すると定めていた。 

船長Ｂは、安全統括管理者及び運航管理者を兼務していた。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 
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3.1.1 事故発生に至る経過 

  2.1.2 から、Ａ船は、黒埼灯台の北西方付近で、針路約１５０°速力約１８.０

kn にして航行し、Ｂ船のレーダー映像を０.１Ｍ付近に見たとき、右舵を約５゜と

り、速力を約１６.０kn に減じて航行中、 Ｂ船は、黒埼灯台から２１５゜２５０

ｍ付近で、針路を約２８６°とし、速力を約８.０kn に減じて航行中、両船が衝突

したものと考えられる。 

 

3.1.2 衝突時刻及び衝突場所 

(1) 衝突時刻 

2.1.2 から、衝突時刻は、平成２０年５月３日１４時５８分ごろであった

ものと考えられる。 

(2) 衝突場所 

2.1.1 から、Ｂ船のＧＰＳプロッターの測地系は、黒埼灯台及び鮎川港な

どの位置関係から判断すると、日本測地系∗2であったものと考えられる。し

たがって、衝突場所は、日本測地系の北緯３８°１６.２′東経１４１° 

３０.５′で、黒埼灯台から２７４°１,２００ｍ付近であると考えられる。 

 

 3.1.3 衝突時の状況 

2.1.2 から、Ａ船が約１８０°に向首したとき、その左舷船首と約２８６°の針

路で航行中のＢ船の左舷船首とが衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況 

２.４(1)から、船長Ａ及び船長Ｂは、適法で有効な操縦免許証を有してい

た。 

(2) 船舶の状況 

2.5.3 から、Ａ船及びＢ船は、ともに船体及び機器類に不具合又は故障は

なかったものと考えられる。 

 

 

                         
∗2 「日本測地系」とは、日本経緯度原点（東京天文台）を水平位置の基準、同原点における鹿野山一等三 

 角点の方向を方位の基準とし、日本水準原点下２４.４１４０ｍにベッセル楕円形をおき、これを準拠 

 楕円体として形成した測地基準系をいう。なお、測量法の改正により、平成１４年４月から世界測地系 

 を用いることとなったが、日本測地系と世界測地系が混在する時期がしばらくの間続いている。 
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3.2.2 気象及び海象に関する状況 

２.６から、事故当時の気象及び海象は、天気は霧、南東の風、風力３、視程は

約３０～５０ｍであったものと考えられる。 

 

3.2.3 法定灯火の表示及び霧中信号の実施状況 

2.1.2 及び 3.2.2 から、視界制限状態であったが、Ａ船及びＢ船は、ともに法定

灯火を表示せず、また、霧中信号を行っていなかったものと考えられる。 

 

3.2.4 速力 

   (1) 2.5.3(1)、２.８(1)、3.1.1 及び 3.2.2 から、Ａ船は、視程約３０～５０

ｍの状況下、その状況に適した距離で停止できる安全な速力で航行していな

かったものと考えられる。 

   (2) 2.5.3(2)、２.８(2)、3.1.1 及び 3.2.2 から、Ｂ船は、視程約３０～５０

ｍの状況下、その状況に適した距離で停止できる安全な速力で航行していな

かった可能性があると考えられる。 

 

3.2.5 レーダーによる見張り 

(1) Ａ船 

     2.1.2(1)から、船長Ａは、相対方位方式としたレーダーの０.５Ｍレンジ

画面で衝突の約１分前にＢ船のレーダー映像を左舷船首４０°０.４Ｍ付近

に初めて認めたが、レーダープロッティングなどによる系統的な観察を行っ

ていなかったので、Ｂ船のレーダー映像が０.１Ｍ付近に近づいたとき、初

めて衝突の危険を感じたものと考えられる。 

(2) Ｂ船 

2.1.2(2)及び 2.5.4(2)から、船長Ｂは、レーダーを１.５Ｍレンジにして

作動させていたが、それまでの経験からこの時間帯にこの付近を航行してい

るのはＢ船だけだと思い込み、レーダーによる適切な見張りを行っていな 

かったので、Ａ船のレーダー映像に気付かなかったものと考えられる。 

 

3.2.6 安全管理規程等の遵守状況に関する解析 

3.2.6.1 Ａ船 

   (1) 2.1.2(1)、2.5.4(1)及び２.８(1)から、Ａ社は、営業運航の開始に当たり、

船長Ａに対して関係法令の遵守、安全最優先の原則及び安全管理規程の遵守

を徹底していなかった可能性があると考えられる。 

   (2) 2.1.2(1)、2.6.2 及び２.８(1)から、船長Ａは、発航前に視程が５００ｍ
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以下に達するおそれのある濃霧注意報が発表されていることを承知していた

が、発航前点検及び運航の可否判断を行わず、その後運航基準に定める視程

条件以下となったが、運航中止の措置をとらず、運航の継続措置をとること

を統括管理者Ａに連絡しなかったものと考えられる。 

   (3) 2.1.2(1)、2.6.2 及び２.８(1)から、統括管理者Ａは、濃霧注意報を入手

しておらず、運航管理者でもある船長Ａに運航の可否判断を促さなかったも

のと考えられる。 

(4) 2.1.2(1)、２.８(1)、3.2.2 及び 3.2.5(1)から、船長Ａは、航行中に視程 

が５００ｍ以下となったが、基準航行を中止せず、乗組員を見張りの補助に

つけて当直体制の強化を図ることも、レーダーの有効利用を図ることも、状

況に応じて停止することも、また、航路外錨泊もしなかったものと考えられ

る。 

 

3.2.6.2 Ｂ船 

(1) 2.1.2(2)及び２.８(2)から、船長Ｂは、発航前に視程が３００ｍ以下に達 

するおそれがあることを認められる状況であったが、運航管理者として必要

な気象に関する情報を把握しておらず、また、発航前点検及び運航の可否判

断を行わず、その後運航基準に定める視程条件以下となったが、運航中止の

措置をとらなかったものと考えられる。 

(2) 2.1.2(2)、２.８(2) 、3.2.4(2)及び 3.2.5(2)から、航行中に視程が 

３００ｍ以下となったが、レーダーの有効利用を図ることも、状況に応じて

停止することも、また、航路外錨泊もしなかったものと考えられる。 

   

3.2.7 事故発生に関する解析  

  ２.１、２.８、3.2.2 ～ 3.2.6 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、統括管理者Ａが気象情報を入手していなかったこと、及び船長Ａ 

が安全管理規程の内容を十分に理解していなかったことにより、航行中に運

航中止の条件に達したと認められる状況となったとき、運航の可否判断を行

わず、そのときの状況に適した安全な速力とすることも、さらに状況に応じ

て停止することも、また、航路外で錨泊することもしなかったものと考えら

れる。 

船長Ａが安全管理規程の内容を十分に理解していなかったのは、Ａ社が船

長Ａに対して十分な安全教育等を行わなかったことによる可能性があると考

えられる。 

(2) 船長Ａは、視界制限状態において、左舷船首方にＢ船のレーダー映像を認
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めたが、金華山港から鮎川港に向かう船のレーダー映像であり、陸から大き

く離して金華山港に向かうＡ船とは左舷を対して通過するものと判断し、 

レーダープロッティングなどによる系統的な観察を行わなかったので、Ｂ船

と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かなかったものと考え

られる。 

(3) Ｂ船は、船長Ｂが安全管理規程の内容を十分に理解していなかったことに 

より、航行中に運航中止の条件に達したと認められる状況となったとき、運

航の可否判断を行わず、レーダーによる適切な見張りを行うことも、そのと

きの状況に適した安全な速力とすることも、さらに状況に応じて停止するこ

とも、また、航路外で錨泊することもしなかったものと考えられる。 

(4) 船長Ｂは、付近を航行しているのはＢ船だけだと思い込み、レーダーによ 

る適切な見張りを行わなかったものと考えられる。 

(5) Ａ船及びＢ船は、視界制限状態において、ともに霧中信号を吹鳴しなかっ 

たものと考えられる。 

(6) Ａ船及びＢ船がともに安全管理規程に定められた運航中止の措置をとらな 

かったのは、船長Ａが運航管理者を、また、船長Ｂが運航管理者及び安全統

括管理者を兼務し、運航の可否判断における船長、運航管理者及び安全統括

管理者によるチェック体制が十分に機能しなかった可能性があると考えられ

る。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、濃霧により視界制限状態となった宮城県石巻市牡鹿半島黒埼西方沖にお

いて、Ａ船が鮎川港から金華山港に向けて南東進中、Ｂ船が金華山港から鮎川港に向

けて西進中、Ａ船が、Ｂ船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、

また、Ｂ船が、Ａ船の存在に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

 Ａ船がＢ船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かなかったのは、

船長Ａが、レーダーで左舷船首方にＢ船のレーダー映像を認めた際、Ａ船とは左舷を

対して通過するものと判断し、レーダープロッティングなどによる系統的な観察を行

わなかったことによる可能性があると考えられる。 

 Ｂ船がＡ船の存在に気付かなかったのは、船長Ｂが、それまでの経験からこの時間

帯にこの付近を航行している船舶はＢ船だけだと思い込み、レーダーによる適切な見
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張りを行わなかったことによる可能性があると考えられる。 

Ａ船及びＢ船が、ともに安全管理規程に定められた運航中止の判断をしなかったの

は、安全管理規程の内容を十分に理解していなかったことによるものと考えられる。 

 

 

５ 所 見 

 

本事故は、安全統括管理者あるいは運航管理者の立場にある船長が、気象情報を十

分に把握せず、また、視程が運航基準に定める条件以下となったとき、運航中止の措

置をとらなかったなど、自らが管理する安全管理規程を遵守していなかったこと、並

びに運航の可否判断において、船長、運航管理者及び安全統括管理者によるチェック

体制が十分に機能していなかったことから、船舶運航事業者全体として安全管理規程

の目的である輸送の安全確保について、十分に理解していなかったことにより発生し

たものと考えられる。 

船舶運航事業者は、海上において人命を預かる自らの使命を再確認し、安全管理規

程の目的である輸送の安全確保について、全社員に対して意識の徹底を図ることが必

要である。 

 

 

６ 参考事項 

 

６.１ 東北運輸局 

 東北運輸局は、平成２０年５月９日Ａ社及びＢ事業者に対して特別監査を実施し、

６月１０日海上運送法に基づき、それぞれに「輸送の安全確保に関する命令」を発出

した。 

6.1.1 Ａ社に対する命令 

東北運輸局は、濃霧で視界が制限されていた状況下、相手船の存在をレーダー 

で確認していたにも関わらず、その継続監視や十分な減速を怠る等安全管理規程の

運航基準の不遵守が認められたので、事故の再発防止を図るため、次の事項にかか

る具体的な改善策の提出等を命令した。 

(1) 再発防止に向けての具体的な改善策の提出 

    ① 航行時には常に十分な見張りを行うこと。特に、視界が制限される状況 

     となった場合においては、レーダーを適切に使用すること。 
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    ② 視界が制限される状況となった場合においては、他船等との衝突回避が

可能となるよう十分に減速し、慎重な操船を行うこと。 

(2) 安全管理規程を遵守させるための安全教育の実施 

     上記(1)①及び②の確実な実施を図るため、使用する船舶の運航要員すべ

てに対し、安全教育を実施すること。 

 

6.1.2 Ｂ事業者に対する命令 

  東北運輸局は、運航前の気象・海象情報の入手が不十分であったこと及び他船の

動静を把握するためのレーダーの使用が不十分であったことが確認されており、安

全管理規程の運航基準の不遵守が認められたほか、事故発生後の関係官署への連絡

について、同規程の事故処理基準の不遵守が認められたので、事故の再発防止を図

るため、次の事項にかかる具体的な改善策の提出を命令した。 

(1) 運航前における気象・海象情報の確実な入手を徹底すること。 

   (2) 航行時には常に十分な見張りを行うこと。特に、視界が制限される状況と

なった場合においては、レーダーを適切に使用すること。 

   (3) 事故発生時には、安全管理規程の事故処理基準に基づき、当局への連絡を

遅滞なく適切に行うこと。 

 

6.1.3 各旅客船等事業者に対する注意 

  東北運輸局は、管区内の各旅客船等事業者に対し、下記の事項について注意を促

した。 

   (1) 安全管理規程の運航基準を改めて確認し、これに従って発航の中止等必要

な措置を確実に講じること。 

   (2) 航行海域における気象・海象情報を発航前に必ず確認するとともに、運航

管理者、船長等がこれを共有し、発航時や航行時に適切に活用すること。 

(3) 航行中に視界が制限される状態となった場合には、他船等との衝突回避が 

可能となるよう十分減速し、慎重な操船を行うこと。 

(4) 航行中に視界が制限される状態となった場合には、より慎重な見張りを実 

施するとともに、レーダー等霧中において有効な機器を適切に使用して周囲

の警戒を確実に行うこと。 

 

６.２ Ａ社及びＢ事業者の対応 

 6.2.1 Ａ社のとった改善措置 

  Ａ社は、平成２０年６月２６日、次のような改善措置報告書を東北運輸局に提出

した。 
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   (1) Ａ船の船員の定員を１名増やして３名とし、航行中の見張り、計器（レー

ダー等）の確認、旅客の安全と誘導等に万全を尽くすこととした。 

(2) 視界が制限される状況となった場合、船長が操船に集中し、他の２名が監 

視を行うこととし、かつ、安全管理規程を遵守するよう周知徹底を図った。 

(3) 乗組員及び陸上勤務員に対する安全教育を実施し、今後も随時、安全教育 

を行う。 

(4) 毎朝、全員が始業点検の際、テレビ・ラジオ等で的確な気象情報を把握し 

て当日の運航情報を確認するようにした。 

 

 6.2.2 Ｂ事業者 

  Ｂ事業者は、平成２０年６月２４日、次のような改善報告書を東北運輸局に提出

した。 

(1) 運航前にテレビ、ラジオ等により気象・海象に関する情報を把握すること 

とし、特に霧が出て視界が悪いときには海上運航を中止する。 

   (2) カラーレーダーを増設し、その使用に当たり、十分な習熟訓練を実施した。   

(3) 非常連絡表を見やすいところに貼り替え、万一事故が発生した時には、速 

やかに関係官署に報告する。 
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付図１　推定航行経路図
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付図２ Ａ船負傷者位置図 

負傷した乗客の位置 

 

負傷した乗組員の位置 




